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1．はじめに 
地理的表示（Geographical Indications：以下，GIs

とする）をめぐる国際的な議論は，幾つかのフォ
ーラム1において進められている。 

 TRIPS 協定の成立後，GIs の保護については，
同協定およびドーハ閣僚宣言で確認された交渉項
目を検討するため，WTO の場で継続的な議論が
なされてきた。しかし，WTO での議論をめぐっ
ては長年のこう着状況が続いており，米国だけで
なく EU（European Union：以下，EU とする。な
お，以下では，正確には EC（European Communities）
とすべき部分でも，便宜上，EU に表記を統一す
る）でも2，この問題に関する国際的規律の形成を，
自由貿易協定（Free Trade Agreements：以下，FTAs

とする）や経済連携協定（Economic Partnership 

Agreements：以下，EPAs とする）などの地域貿易
協定（Regional Trade Agreements：以下，RTAs と
する）に委ねようとする動きもみられる。 

もっとも，これまでこう着状態にあった WTO

での議論も，ごく最近になり，多国間通報登録制
度に関する合成テキスト草案の作成など，幾つか
の前向きな動きがみられる。また，これとは並行

して，WIPO では，原産地名称（Appellations of 

Origin）の保護及び国際登録に関するリスボン協
定の発展に向けた議論が継続的に行われている。
そして，各国の国内法制度にも様々な展開が見ら
れる。 

本稿では，GIs 等を含む地理的原産地表示
（Indications of Geographical Origins：以下，IGOs

とする）3を巡る議論に関して，その国際的な議論
の各フォーラムである WIPO，WTO および RTAs

の動向に主に着目しながら，国際的議論の進展に
ついて確認した上で，結びに代えて，各フォーラ
ムの状況を評価するとともに，こうした動向から
の示唆に基づいて，我が国にとっての今後の課題
を述べる。ただし，各国の国内法制度の動きにつ
いては，本稿では触れない。 

なお，本稿で「現在」という場合，2013 年 1 月
20 日時点を指すものとし，脚注の URL アドレス
も別の記載がない限り，同日に所在確認をしたも
のである。 
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2．WIPO での議論 
（1）過去の動向――IGOs関連の管理条約，条

約案，モデル法 
WIPO は，IGOs の国際的規律に関連するものと

して，パリ条約，原産地表示（Indications of Source）
に関するマドリッド協定4，原産地名称の保護及び
国際登録に関するリスボン協定（日本未加入）を
管理している。これらの条約のうち，現在でも
WIPO において実質的な議論が行われているのは，
国際登録制度を用意しているリスボン協定である。 

過去には，WIPO の前身である知的所有権保護
合同国際事務局（United International Bureaus for 

Protection of Intellectual Property：以下，BIRPI とす
る）が，1960 年代以降，発展途上国の発明等の分
野における法律制定と改正を援助するために一連
のモデル法5を策定する動きのなかで，IGOs に関
してもマドリッド協定やリスボン協定も踏まえた
「原産地表示及び原産地名称の保護に関する発展
途上国のための WIPO モデル法」（1975 年）を公
表したこともある6。また，原産地名称その他の原
産地表示の国際的保護に関する専門家委員会が，
WIPO 国際事務局は将来の国際条約の条約案を立
案するべきであると提案したことをきっかけに，
IGOs に関する条約案（1975 年）を公表する動き
もあった7。 

しかし，GIs を検討する主なフォーラムが主と
して WTO に移ったことから，現在，こうした条
約案やモデル法の策定について，特に進捗はない。 

 

（1）現在のフォーラム 
（i）SCT 

WIPO の常設されている「商標・工業デザイン
及び地理的表示の法律に関する常設委員会」
（Standing Committee on the Law of Trademarks, 

Industrial Designs and Geographical Indications：以下，

SCT とする）は，商標・工業デザイン及び地理的
表示の法律について，国内法と手続の調和を含め
て，進歩的な国際的な展開に関して，問題を議論
して，調整を促進して，その指針を提供するため
のフォーラムとして設置されている8。SCT の場は，
TRIPS 協定に関連した交渉が WTO で行われるで
あろうことを前提に，具体的な交渉を行うのでは
なく，GIs に関わる国際的な現状の調査等を中心
に行うものである9。SCT は，1998 年 3 月の一般
総会の決定で設立されたものであり，WIPO 一般
総会に承認を求めて提言及び政策を提出するが，
現在まで 28 回開催されている10。ただ，GIs の問
題が毎回の会合で取り扱われているわけではなく，
各会議後に公表される報告書を読む限り，第 12

回以降は，議題として出されていても，実質的な
議論はあまりなされていないようである。 

 

（ii）国際シンポジウム 

WIPO は，1997 年から 2 年毎に GIs に関する国
際シンポジウムを開催している11。国際的な GIs

を巡る議論に寄与するために，加盟国の代表者や
GI 製品の生産者，GI 分野の専門家が GIs の利用
と保護に関する問題を明らかにして，意見交換を
行うためのフォーラムとして位置づけられている12。 

 

（iii）リスボンシステムの発展に関する作業部会 

原産地名称の保護とその国際登録について定め
るリスボン協定は，パリ同盟の枠内において構成
された特別の同盟であり（リスボン協定 1 条（1）），
パリ条約 19 条においてパリ同盟の同盟国が相互
間で設けることができる特別の取極である。原産
地名称の保護とその国際登録に関して，リスボン
同盟というある種のフォーラムを形成していると
いえる。もっとも，現在，リスボン協定の加盟国
は，27 か国にすぎない。2001 年以降に幾つかの国
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が加盟したが，「これらの新たな締約国のリストが，
この協定を承認する第二の流行の到来を意味する
ものとは考えがたい」との見方がある13。また，
GIs の積極的な保護を進めている EU 諸国でも，
この条約に加盟しているのは，フランス，ハンガ
リー，イタリア，ポルトガルの 4 カ国にすぎない。 

同条約の加入国が少ない理由として，次の 2 点
が挙げられる14。第 1 は，同条約が原産地名称を
それ自体（as such），つまり，「原産地名称」とし
て保護することを求めており，消費者法や不正競
争法を用いて原産地名称を保護している国にはハ
ードルが高いことである。第 2 は，登録された原
産地名称を一般名称として取り扱うことについて，
非常に厳格なルールを採用していることである
（同協定第 5 条，6 条）。 

WIPO では，2009 年 3 月以降，リスボン協定の
制度を発展させるため『リスボンシステムの発展
に関する作業部会』を開催している15。現在まで 6

回開催されたが，第 3 期作業部会では，リスボン
協定に基づく規則（原産地名称の保護及び国際登
録に関する規則・2002 年 4 月 1 日施行）に関して
2 つの改正が合意されるなどの動きもある16。内容
は手続的なもので，原産地名称の保護拡大などと
は関係のないものであるが，専門家が集う作業部
会で合意形成プロセスが機能することが証明され
たため，今後の議論にとって弾みとなったとの評
価もある17。他方，同作業部会では，リスボン協
定規定の大幅見直しについても，議論を行ってお
り，協定規定の改正，新協定起草，新プロトコー
ルの作成等を模索している。そのなかでは，原産
地名称の保護に加えて，TRIPS 協定の GIs につい
ても国際登録が可能となるようにすることや，EU

域内で進められている工業品への保護拡大に関連
する項目も検討されているという18。 

 

3．WTO での議論 
（1）TRIPS協定におけるGIsの保護とビルトイ

ン・アジェンダ 
 TRIPS 協定は，「地理的表示（Geographical in-

dications）」という言葉を用いた最初の多国間条約
であり，GI 関連規定は 22 条から 24 条までに定め
られている。しかし，特許や商標に関する規定の
ように完全な完成版を条文化できたわけではなく，
残された問題もあるため，更なる交渉の約束を規
定している。TRIPS 協定は 3 つの条項（23 条 4 項，
24 条 1 項及び 24 条 2 項）において，GIs に関する
更なる国際交渉について定めている。 

23 条 4 項は，ぶどう酒の多国間通報登録制度の
設立を交渉事項として掲げた「合意済み交渉項目
（ビルトイン・アジェンダ）」となっている。24

条 1 項第 1 文は「加盟国は，第 23 条の規定に基づ
く個々の GIs の保護の強化を目的とした交渉を行
うことを合意する」として，割合に広範な国際交
渉の義務について定めている。24 条 2 項は，貿易
関連知的所有権理事会（以下，TRIPS 理事会とす
る）における 22 条から 24 条の実施状況の検討に
関する規定である。 

 

（2）TRIPS協定後の交渉――交渉項目とフォ
ーラム設定の重要性 

 WTO では，交渉項目に関して原則として一括
受諾（シングルアンダーテイギング）方式19が採
用されている。そのため，「何が正式な交渉項目に
なっているのか」は重要な問題であり，また，特定の
問題を検討する上での WTO 内でのフォーラム設定
は慎重に行われる。なお，ドーハ・ラウンドでは
交渉の停滞を背景として，一部の交渉項目に関し
て，現在のシングル・アンダーテイキングから，
合意された課題毎に順次実行に移していく方式で
あるアーリー・ハーベスト（早期収穫方式）に移
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行するという議論の動きもある20。 

WTO には各種機関があるが，最高意思決定機
関である閣僚会議は，少なくとも 2 年に一度開催
される。閣僚会議が閉会している間，一般理事会
がその機能を代行する。一般理事会の下部組織と
して各理事会があり，課題について一般理事会に
検討を報告する。TRIPS 協定の関係については
「TRIPS 理事会」が設置されている。また，各種
の理事会の下には下部機関として幾つかの委員会
や作業部会が設置される場合もある。 

更に，閣僚会議において新しい多角的貿易交渉
（ラウンド）の開始が決定された場合，その包括
交渉を統括するために，WTO 事務局長を議長と
した貿易交渉委員会（以下，TNC とする）が設置
されることがある。現在のドーハ・ラウンドでも，
TNC が設置され，その下に分野ごとに設置された
9 つの交渉グループが立ち上げられている。知的
財産に関しては，「TRIPS 理事会特別会合」が，こ
の交渉グループの 1 つに該当する。交渉グループ
は TNC に報告を行い，TNC は一般理事会に報告
をする。その他，協議が合意を行うことを内容と
しない場合などに，各種の非公式な会合や協議の
場が用意されることもある。 

 以下では，GIs に関する WTO 内部のフォーラム
での意思決定に関して，閣僚会議での議論を整理
した上で，ドーハ閣僚宣言以降，議論の各フォー
ラムでの議論状況を整理する。 

 

（i）WTO閣僚会議での議論とフォーラム設定 

 WTO 閣僚会議は，第 8 回まで開催されている
が，閣僚会議の意思決定（閣僚宣言）として，GIs

に関して具体的な進展があったのは，第 4 回と第
6 回である。 

第 4 回 WTO 閣僚会議（ドーハ，2001 年）にお
いて発出されたドーハ閣僚宣言21では，そのパラ

グラフ（以下，パラとする）18 において，（1）ぶ
どう酒と蒸留酒に関する GIs の多数国間通報登録
制度創設につき新ラウンドの枠内で交渉を行うこ
と，（2）第 23 条に規定されている GIs の追加的保
護の対象産品をぶどう酒と蒸留酒以外の産品に拡
大すること（以下，GI 拡大とする）について，2002

年末迄の TRIPS 理事会における議論の結果を
TNC へ報告することが合意された。 

また，第 6 回 WTO 閣僚会議（香港，2005 年）
で発出された香港閣僚宣言22では，多国間通報登
録制度に関して内容にわたる意思決定は行われて
いないものの，（1）ぶどう酒・蒸留酒の GIs の多
国間通報登録制度創設については，ドーハ閣僚宣
言において予測された交渉終結の期間内に交渉を
完了すべく交渉を強化すること（パラ 29），（2）
GI 拡大については，協議プロセスを加速し，一般
理事会は，進展を検討し，遅くとも 2006 年 7 月
31 日までに適切な行動をとること（パラ 39）とさ
れた。 

以上の閣僚会議の意思決定により，GIs に関す
る WTO 内での議論のフォーラムも変遷している。
GIs に関する議論は，当初，TRIPS 理事会で行わ
れていた23。しかし，ドーハ閣僚宣言を背景に，
香港閣僚宣言も経て，議論のフォーラムとして，
（1）多数国間通報登録制度の交渉は「TRIPS 理事
会特別会合」で行われ，（2）GI 拡大をめぐる議論
は，非公式の「WTO 事務局次長主催の実施協議」
にて議論されている。（1）は，交渉終結の期間内
に交渉を完了すべく交渉を強化するためであり，
（2）が非公式の協議として行われているのは，こ
の問題をマンデート（Mandate，委託された権限）
のある交渉項目とすること自体に争いがあるため
である。なお，24 条 2 項に基づく GIs の保護に関
する各国の実施の検討は，引き続き TRIPS 理事会
で検討され，一般理事会に報告されている。 
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（ ii）多国間通報登録制度の設立の交渉――

TRIPS理事会特別会合 

2001 年 11 月のドーハ閣僚会議において EU は
GIs に関する交渉の促進を強く求めた結果，23 条
4 項の通報と登録の制度に関する協議について
「蒸留酒」を含むものに拡大することに合意した
（TRIPS 協定の文言上はぶどう酒しか含まれてい
ない）24。また，ドーハ閣僚宣言のパラ 18 は，多
国間通報登録制度に関して，「23 条 4 項の実施に
関する貿易関連知的所有権理事会（TRIPS 理事会）
において開始している作業を完成させるため，
我々は第 5 回閣僚会議までにぶどう酒と蒸留酒の
GIs の多国間通報登録制度の創設を交渉すること
に合意する」とした。香港閣僚宣言パラ 29 でも，
ぶどう酒・蒸留酒の GIs の多国間通報登録制度創
設についてはドーハ閣僚宣言において予測された
交渉終結の期間内に交渉を完了すべく交渉を強化
するとされている25。ドーハ閣僚宣言によるこの
問題に関する交渉の期限は，WTO 第 5 回閣僚会
議（カンクン）の開催される 2003 年までであった
が，この期限は達成されておらず，現在の交渉は
ドーハ・ラウンドの全体のタイムテーブルのなか
で行われている。 

TRIPS 理事会特別会合では，2008 年までに主に
3 つの提案が，加盟国又はそのグループから提出
された。詳細は紙幅の都合で先行文献に委ねるが26，
①通報された GIs は公示から一定期間後に登録さ
れ，制度の参加の有無に関わらず全加盟国で自動
的に法的保護を受けるとする EU 提案（2005 年。
2007 年に非公式な口頭修正）27，②制度への参加
は任意とし，ぶどう酒と蒸留酒の GIs を対象とし
た制度であり，WTO に GIs を通報登録するデータ
ベースを作成するが，国内の法的効果は各国が決
定する日米加豪等共同提案（2005 年28。2008 年修
正29），③制度への参加を任意とし，ぶどう酒と蒸

留酒の GIs を対象とした制度で，通報登録された
GIs の保護の是非については各国が判断するが，
一部の緩やかな法的効果を自動的に認める中国香
港提案（2003 年）30が出されている。事務局は 3

つの主要提案の項目別対比表を 2005 年 9 月 14 日
に用意し31，前文，法的形式，参加の対象，通報 （必
要的要素，任意的要素，形式その他の側面），登録 

（「形式審査」，異議申立，登録内容，登録方式），
登録の効果 （参加加盟国，非参加加盟国，LDC

加盟国），登録の期間と更新，通報及び登録の修正
と取消，費用及びコスト，という項目を立てて整
理している。 

見解の相違が埋まらないなかで，2008 年 7 月 21

日より開催された WTO 閣僚会合を前にした 7 月
19 日に，インド，ブラジル，EU，ACP（アフリ
カ・カリブ海・太平洋）諸国，アフリカ・グルー
プ等32から新たな提案が提出された。「モダリティ33・
テキスト案」，あるいは文書番号から「W/52 提案」
と呼ばれている34。モダリティ・テキスト案は，GIs

の多国間通報登録制度に関する強い要求，GI 拡大，
TRIPS 協定と生物多様性条約（Convention on 

Biological Diversity，以下 CBD とする）との関係
という 3 つの事項を並列的に交渉項目として，一
括受諾項目とすることを求めたものである。GI

拡大推進派と出所開示推進派の中で，お互いの項
目にこだわりのない加盟国が勢力を取組み結託し，
更にはより強力な多国間通報登録制度の提案も加
えて，これを並列的に一括受託項目の交渉課題と
しようと試みたといわれる35。 

モダリティ・テキスト案の示す多国間通報登録
制度によると，各加盟国は，国内手続にしたがっ
て，ぶどう酒・蒸留酒の GIs 及び商標の登録と保
護に関する判断を行う場合に，登録を参照するこ
とを義務付けられる。また，この GI 登録の存在
は，22 条 1 項に定義される GIs の定義を充足して 
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表：GIs を巡る議論・検討の各フォーラムの変遷 

            時期等 

項目 

マンデート等 

1996 年からドーハ
閣僚宣言まで 

ドーハ閣僚宣言以降 

多国間通報登録制度
の創設（23 条 4 項） 

あり［交渉項目］ 

TRIPS 協定 23 条 4 項，ドー
ハ閣僚宣言パラ 18 

TRIPS 理事会 

↓ 報告 

一般理事会 

TRIPS 理事会特別会合 

↓ 報告 

TNC 

GI 拡大（24 条 1 項） 

争いあり［非交渉項目］ 

ドーハ閣僚宣言パラ 12（b）：
未解決の実施問題 

TRIPS 理事会 

↓ 報告 

一般理事会 

（当初：TRIPS 理事会） 

最近：WTO 事務局次長主催
の実施協議（非公式） 

実施の検討（24条 2項） ビルトイン・レビュー 

TRIPS 理事会 

↓ 報告 

一般理事会 

TRIPS 理事会 

↓ 報告 

一般理事会 

 

いることの一応の証拠（prima facie evidence）とさ
れる。そして，一般名称であるとする例外の主張
は，これが立証された場合にのみ認められるとし
ている。EU 提案，共同提案および香港提案を折
衷したかたちになっているが，全加盟国に一定の
法的効果が及ぶことを前提としている点は，共同
提案よりは強い保護といえる。 

また，TRIPS 協定と CBD との関係については，
TRIPS 協定を改正し，特許出願に遺伝資源および
関連する伝統的知識の出所開示を義務付けるとと
もに，当該出所開示が完了しない場合は特許出願
手続を進めないようにすることが提案されている。 

モダリティ・テキスト案の反対派は，ドーハ・
ラウンドのマンデートは，多国間通報登録制度だ
けであるとして反対したという36。上記の閣僚会
合中，議論の収束が図られたようであるが，2008

年 7 月 30 日の会合決裂により，合意形成には至ら
なかった37。 

 

（iii）GI拡大を巡る議論――WTO事務局次長主
催の実施協議 

 GI拡大の問題について，TRIPS協定は，明確な
交渉項目としていない。この問題に関して，2001

年のドーハ閣僚宣言パラ18は，「第23条に規定され
ているGIsの追加的保護の対象産品をぶどう酒・蒸
留酒以外の産品に拡大に関する課題について，ド
ーハ閣僚宣言パラ12にしたがってTRIPS理事会で
検討する」としている。パラ18で言及されている
パラ12は，未解決の実施問題38に関する交渉は，
ドーハ作業計画の不可欠な部分であるとした上で，
未解決の実施問題のうち，（a）ドーハ宣言自体が
特定の交渉マンデートを与えている項目は，当該
マンデートの下で検討され，（b）その他の項目に
ついては，関連するWTO機関（知的財産であれば
TRIPS理事会）において優先的に検討され，TNC

に報告されるとする。GI拡大の問題は，未解決の
実施問題であるが，ドーハ閣僚宣言で特定の交渉
マンデートが与えられていないので，パラ12（b）
にしたがうことになり39，2002年末までに，関連
するWTO機関（知的財産であればTRIPS理事会）
において優先的に検討され，TNCに報告されるこ
ととされた。その結果，ドーハ閣僚宣言の後の当
初，GI拡大の問題は，TRIPS理事会において検討
され，積極的な意見を提案する加盟国（EUなど）40
と，慎重な意見を提案する加盟国の提案（米国な
ど）41が対立していた。 
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しかし，パラ 12 の解釈については争いがある。
開発途上国の多くと EU は，未解決の実施問題は，
すでに交渉の一部となっており，一括受諾項目の
対象となっていると主張したのに対して，これに
反対する諸国は，未解決の実施問題は，TNC がそ
れを交渉の一部とする決定をした場合に限り，交
渉項目として認められるが，その決定は未だなさ
れていないと主張したのである42。そのため，GI

拡大の問題については，優先的に議論をして TNC

に報告する上で，事務局長の友人としての事務局
次長が加盟国と非公式の協議を行うという形式を
取っている（「WTO 事務局次長主催の実施協議」）43。 

 GI 拡大を主張している諸国（EU，インド等）
は，高い保護レベルはマーケットにおける自国産
品の差別化を促進する手段であると考えており，
また，他の加盟国が自国の地理的用語を「不正使
用（usurping）」していることを問題にしている。
2005 年 6 月に配布された最近の EU 提案では，23

条の追加的保護について，対象産品に制限を設け
ず，ぶどう酒・蒸留酒だけでなく，全ての産品へ
拡大することを提案している44。 

GI 拡大に反対している諸国（米国，オーストラ
リア，カナダ等）は，ぶどう酒・蒸留酒以外の商
品に関する TRIPS 協定 22 条の保護は妥当なもの
であると考えている。保護の拡大は加盟国に負担
を課すものであり，また既存の適法な商業実務を
混乱させるとしている。EU 等による地理的用語
の「不正使用」であるとする主張に対しては，旧
大陸からの移民たちが新たな土地に産品の製造方
法とその名称を持ち込み，それらを誠実に利用し
ているにすぎないとして反論している45。 

事務局は，2005 年 5 月，これらの課題をまとめ
て，この議論に対する見方を報告している46。 ま
た，2008 年 6 月，ラミー事務局長は，ヨークサ事
務局次長の下で議論が行われた未解決の実施問題

（GI 拡大，TRIPS 協定と CBD との関係）に関す
る報告書47を公表している48。 

その後，2008 年 7 月には， 前述のモダリティ・
テキスト案が示された49。しかし，GI 拡大の問題
について，加盟国の立場は分かれており，反対す
る加盟国は，多国間通報登録制度だけを交渉の対
象とするべきとの主張を変えていない50。 

 

（3）最近の議論の動向 
（i）多国間通報登録制度の設立の交渉――合成

テキスト草案へ 

 2009 年 11 月 25 日，多国間通報登録制度の設立
に関して，TRIPS 特別会合のクラーク議長（当時）
が，「ぶどう酒と蒸留酒の GIs の通報及び登録に関
する多国間の制度」と題する報告書を公表した51。
同報告書では，特別会合での交渉を促進するため
に，5 つのポイントからなる「Guiding Principle」
を整理している52。 

 2010 年 3 月 22 日，TRIPS 理事会特別会合のム
ワペ議長（当時）は，TNC の確認作業（Stock taking 

exercise）のために報告書を提出した53。同報告書
では，交渉が困難に直面しているのは，シングル・
テキストに収斂できていないことにあるとしつつ
も，報告書に示されるアプローチにより，これに
向けた作業が可能になるとして，前向きな考え方
を示した。 

 2010年11月30日のTNC非公式会合54において，
2011 年の第一四半期までにすべての交渉分野に
おいてテキストを作成することを指示されたこと
を受けて，ムワペ議長は代表団と協議の後，2010

年 12 月 10 日のオープンエンド会議において55，
その中で，「テキスト作成のための考えられる要
素」を整理している56。その後，協議のための作
業計画が交渉グループに送付され，2011 年 1 月から
シングル・テキスト作成に向けた交渉が進められた57。 
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 2011 年 4 月 21 日，ムワペ議長は，TNC にシン
グル・テキスト案を提出した58。条約語にいう合
成テキスト草案（draft composite text）の形式をと
っており，議長報告書の添付文書59に含まれてい
る。ブラケットを利用，つまり，争いのある部分
を括弧書きにする形式を用いて，加盟国や交渉グ
ループからのこれまでの提案や，ドラフティング
グループ等における議論を反映している。合成テ
キスト草案は，「参加」「通報」「事務局」「登録」
「登録の［法的効果］／結果」，「手数料及びコス
ト」，「特別かつ異なる待遇」，「参加の終了」，「窓
口」の要素からなっている。2010 年 3 月のムワペ
議長報告書において，根深い見解の相違が残って
いるとされていた「参加と登録の法的効果／結果」
のクラスターとの関係では，論点に争いがあるこ
とを反映して，それぞれの意見がブラケットに入
れられている。これに対して，争いの少ない「通
報」，「登録」，「特別かつ異なる待遇」等について
は，テキストが比較的整理されている。 

この報告以降，2011年 7月 7日と 10月 27日に，
議長は 2 回の非公式グループ協議を開催したとさ
れる60。それによると，合成テキスト草案は今後
の作業の基礎となるというのが一般的な見方であ
ったが，対立の少ない純粋に技術的性質をもつ要
素に関しても，全体のプロセスが一層明確になら
なければ，この段階から作業を進めるのは困難で
あろうという意見があった。ぶどう酒と蒸留酒に
明確に限定されているマンデートが尊重されない
限り，対立の少ない技術的課題に関してすら作業
を行うのは困難であるという見方もあった。関係
者の前向きな取組みによりテキスト自体は形式的
に整理されたが，その背景にある基本的な部分に
おける見解の相違は，この段階でも埋まっていな
いといえる。 

 

（ii）GI拡大を巡る議論――こう着状態 

GI 拡大については，その後，議論がこう着して
おり，2010 年 3 月まで開催された WTO 事務局長
主催による非公式協議及び同年月から 12 月にか
けて開催された少数国大使級ブレイン・ストーミ
ング会合において議論されたが，大きな進展は見
られていないと報告されている61。 

近いところでは，2011 年 4 月 19 日に，EU 等の
伝達事項として，GI 拡大のために，TRIPS 協定の
文言を改正する案が提出されている62。 

2011 年 4 月 21 日，ラミー事務局長から，現状
評価に対する報告書63が提出された64。同報告書で
は，①TRIPS 協定と CBD の関係，②GI 拡大につ
いて，これまでの議論の論点を整理して議論の現
状を述べているが，GI 拡大については，その必要
性に関して各国の立場の隔たりが依然として大き
いと説明している。 

 

（iii）2012年12月のTNCへの報告――こう着状
態の脱却に向けて 

 2012 年 12 月 7 日，多国間通報登録制度の設立
を検討しているTRIPS理事会特別会合のアガー議
長による TNC への報告（TNC 議長であるラミー
事務局長による代読）が行われた65。この口頭報
告では，合成テキスト草案におけるマンデートを
めぐる見解の相違や，モダリティ・テキスト案の
示す 3 つの課題の関連付けが妥当かという問題が，
議論のこう着状態を生み出していることを認めて
いる。また，すべてではないものの大部分の加盟
国は，3 つの課題のリンクの問題は残したままで，
ぶどう酒と蒸留酒の登録制度に関する技術的な作
業が進められるように，当分の間，3 つの項目を
切り離しても構わないと考えている，と述べてい
る。これらの議論は，過去の数ヶ月における公式・
非公式会合の協議を経た評価であり，2011 年のジ



 論  文  
 

特許研究  PATENT STUDIES  No.55  2013／3 22

ュネーブにおける第 8 回 WTO 閣僚会議において，
ドーハ開発アジェンダが手詰まりになっているこ
とから，アプローチの変更が指示されている66こ
とも背景としているという。他方，合成テキスト
草案については，ぶどう酒と蒸留酒の登録制度の
マンデートだけがテキストに維持される場合にの
み作業を再開するメリットがあると考える加盟国
と，それでは交渉の意味がないとする加盟国とが
あるとも報告している。 

 

4．RTAsとGIs 
（1）RTAsにおける知財条項の意義と各国の動向 

FTA／EPA などの RTAs の知財条項には，当事
国の実状やニーズに応じた合意がなされるという
意義や，一般的に知的財産制度の国際調和に資す
る面で意義があるといわれる67。他方で，問題点
として，差別的待遇の可能性，必要以上の「譲歩」
の可能性，国際的調和を阻害する可能性があるこ
とも指摘されている68。当事国が RTAs に TRIPS

プラス規定69を導入する主なモチベーションとし
ては，貿易交渉において他の交渉事項との交換条
件となること，知財保護による投資保護と技術移
転を促進すること，多国間交渉で得られなかった
高い知財保護を確保すること，TRIPS 協定の解釈
を明確化する役割を有すること，条約上の義務を
導入する新規の立法を促すとともにその立法は条
約上の義務を背景とするために将来の国内レベル
の政治的変化に影響を受けにくいものとなること
があるといわれている70。 

近年，国際的な知的財産法の形成にとって最も
重要な国のひとつである米国が，多国間ルールの
形成を理想としつつも，通商政策の基本方針とし
て71，RTAs に詳細な知財条項を含める政策を推進
している。そこでは，知的財産権保護は通商上の
問題であるという意識から，産業界の強力な後押

しを背景として72，TRIPS プラス規定を含めた詳
細な実体規定を設けている73。  

EU は，従来，多国間条約をメインとする政策
を展開してきた。EU の RTAs 政策としては，例え
ばメキシコとチリとの RTAs にみられるように，
包括的・弾力的な僅かな規定を設けるにすぎず，
多国間交渉におけるルール形成は RTAs とは別の
問題であるとの意識がうかがわれていた74。しか
し，2006 年 10 月になり，EU の新通商戦略「グロ
ーバル・ヨーロッパ：国際競争への対応」（以下，
「グローバル・ヨーロッパ」とする）75を発出し
て以降，基本的な姿勢に大きな変化がみられる76。 

我が国は基本的な国際条約に早くから加盟して
いたこともあり，国際的な知的財産法の保護・発
展に関しては，二国間条約よりも多国間条約をメ
インとする政策を重視してきた。日本がシンガポ
ールとの間で締結した日本・シンガポール新時代
経済連携協定における知財条項も基本的には従来
の欧州型であり，両国間の今後の知的財産保護に
関する協力関係についての包括的・弾力的な規定
内容となっている77。その後の協定や交渉中の協
定についても，いずれも知財条項を含むものの，
その内容は協定によってかなりの差異があるとい
われ，大きな傾向としては，内容の精粗にはかな
りの幅があるにしても，関連規定の詳細化の方向
があり，その中にはTRIPSプラスの規定もあるが，
いずれにしても，米国のそれとは異なり，特定の
産業に偏らない規定が設けられており78，より一
般的な内容となっていると指摘されている79。 

 

（2）「グローバル・ヨーロッパ」以降のEUの
RTAsと知財条項 

EU がこれまでに締結した RTAs は，貿易投資の
自由化を直接的に目的にするものというよりも，
相手国との政治的枠組みの構築を目指す連合協定
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の一部として政治的背景を有するものが多かった
といわれている80。しかし，WTO の交渉が難航し
ており WTO を基軸とした自由化には大幅な遅れ
を生じることが明らかになったこと等から，2006

年 10 月になり，EU の新通商戦略「グローバル・
ヨーロッパ：国際競争への対応」を公表し，WTO

体制を全面的に支持しつつも，その補完として，
新興市場のあるアジアを中心に RTAs 交渉を進め
るという方向に舵を切ったとされる81。「グローバ
ル・ヨーロッパ」に示された課題のなかには，WTO

のルールに準拠した新たな RTAs を提案すること
も内容に盛り込んでいる。 

GIs に関する対応にも動きがあり，具体的に EU

の RTAs に対する指針が示されたものとして，EU

カナダ FTA に関する「EU・カナダのスコーピン
グ（協定の対象範囲確定）作業に関する共同報告
書」82があるが，その報告として「スコーピング
グループはさらに，今後交渉されるいかなる協定
においても知的財産権，とりわけ，GI の広範囲の
保護について網羅すべきであるとの意見を示し
た」とされている83。「グローバル・ヨーロッパ」
は韓国を FTA 締結相手の優先国として位置づけ
ているが84，そうした交渉態度の帰結は，後述す
る EU 韓国 FTA において明らかに示されている。 

 

（3）米国およびEUのRTAsとGIs 
（i）米国のRTAsとGIs 

①TRIPS 協定以前  

米国の RTAs にける GIs への対応は，TRIPs 協定
以前と以後で，若干異なっている。NAFTA（北米
自由貿易協定）85は，米国，カナダ，メキシコの
間で締結されている FTA であり，1992 年 12 月に
署名し，1994 年 1 月 1 日に発効したが，これは
TRIPS 協定の締結された時期と重なる。GIs に関
しては NAFTA1712 条に定められているが，TRIPS

協定の内容と類似している。ただし，TRIPS 協定
23 条におけるぶどう酒・蒸留酒の追加的保護の規
定に対応する規定はなく（もっとも，テネシーウ
イスキーなどを相互保護産品として NAFTA 付属
書 313 に規定している），また，米国にとって有利
になる TRIPS 協定 23 条 4 項以下の例外規定はす
べて取り入れており，ウルグアイラウンド交渉に
際して，米国が RTAs を如何に活用したのかがよ
く分かる。なお，1989 年の米国とカナダの RTAs

では86，詳細な規定は置いていないものの，当事
国がウルグアイラウンド交渉その他のフォーラム
において，知的財産の保護を促進するために協力
することを謳っている（同協定 2004 条）。 

 

②TRIPS 協定以後――米韓 FTA 等 

 TRIPS 協定以降の米国の RTAs における GIs へ
の対応は，それ以前のものと異なる。たとえば，
米星 FTA

87の条文をみると，GIs の保護は商標法に
おける証明標章において対応可能であるという自
国の立場を反映した内容になっている88。また，
GIs からなる商標も含めて，登録商標の権利者は，
混同を生じるおそれのある場合に，独占排他的権
利を有するものと規定すべきことを義務付けてい
るので，商標制度を通して GIs を保護する場合に
は，誤認を要件としない「追加的保護」は認めな
い規定振りになっているように読める89。 

 また，2007 年 4 月 1 日に締結され，2012 年 3

月 15 日に発効した米韓 FTA
90では，GIs をめぐる

対応にも，更なる変化がみられる91。GIs に関する
規定は，米星 FTA よりも詳細にわたっており，商
標が証明標章を含むように規定することを基本と
して92，GIs が先行商標と混同を生じる可能性があ
る場合に保護を否定するべきとする点や93

GI 保護
に関する異議申立て・取消請求の機会についても
合意されている94。 
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他方で，米韓 FTA は，商標制度以外に GI 保護
制度を創設することを否定するものではなく，ぶ
どう酒・蒸留酒以外の一般的産品に対する追加的
保護の拡大も排除していない95。 

 

（ii）EUのRTAsとGIs 

①グローバル・ヨーロッパ以前 

「グローバル・ヨーロッパ」以前の欧州は，RTAs

において GIs に関する詳細な条項を盛り込むとい
う戦略は採用していない。もちろん，知的財産な
いし GIs に関する条項がないわけではない。たと
えば，EU メキシコ経済パートナーシップ政治対
話協力協定96には，知的財産規定も存在しており，
第 4 章「知的財産」36 条に規定がある。ただし，
そこには，TRIPS 協定やパリ条約など，GIs に関
連する条約について「次の多国間条約に伴うそれ
ぞれの責務を確認することとする」とある程度で
あり，GI に関して明示する規定も特になかった。
他方，EU チリ協定97における知的財産規定には，
GIs に言及する部分もあるが，簡素な規定ぶりで
ある98。 

 もっとも，「グローバル・ヨーロッパ」以前の
EU にあっても，GIs への言及が積極的ではないの
は一般的産品に限ったことであり，ぶどう酒と蒸
留酒に関しては，RTAs を基礎として GIs の強固な
保護を図ってきた経緯がある99。上記 EU チリ FTA

のように，RTAs のなかにぶどう酒と蒸留酒に関す
る特別な条項を置く場合もある100。また，独立し
た協定において，ぶどう酒・蒸留酒に関する合意
をする場合もあり，たとえば，EU は，オースト
ラリアとの間でぶどう酒協定を締結（1994 年）101

しているし，その後も，主なところでは，カナダ
との間でもぶどう酒と蒸留酒に関する協定（2003

年）102があり，メキシコとの間でも，蒸留酒に関
する協定を締結している（1997 年）103。 

②グローバル・ヨーロッパ以降――EU 韓国 FTA 

 「グローバル・ヨーロッパ」以降の EU は，こ
れまでとは異なる交渉態度で RTAs に対応してお
り，知財条項にもそれが明らかに反映されている。
その典型的な例として，近時の EU 韓国 FTA

104に
おける GIs の関連条項がある105。具体的には，当
該 FTA の協定付属書に記載された両国の GIs を相
互に一括承認して保護することとし106，農食品の
GIs の保護水準を WTO TRIPS 協定第 23 条のぶ
どう酒・蒸留酒の保護水準である追加的保護にま
で強化している107。注目するべきことは，保護対
象として，ぶどう酒・蒸留酒だけでなく，農産品
及び食品が含まれている点であり108，この点は GI

拡大に関する動向として，大きな意味を持つもの
と思われる。他方で，地理的表示の保護と商標と
が抵触する場合に関して，先行商標（協定発効前
に出願または登録された商標，使用によって確立
している商標）の「継続的な使用を妨げるもので
はない」とする例外も認めている109。 

 前述した WTO における交渉の難航具合に鑑み
ると，こうした RTAs 交渉を巡る EU の傾向110は
しばらく続くのではないかと思われる。「日本と
EU との自由貿易協定交渉が始まるとすれば，EU

は韓国の場合と同様の主張を強めると予想され
る」とする論者もおり111，EU の方針について注
意深くみておく必要がある。 

 

（iii）韓国の対応について 

 GIs をめぐる交渉では大きな溝のある米国と
EU との間で RTAs を締結した韓国については，各
GI 条項が抵触しかねない状況があるとも考えら
れるのであるが，その点，韓国がどのように対応
したのか。この点は，先行文献の分析に詳しい112。
簡単にまとめると，①米韓 FTA が，GIs が先行商
標と混同を生じる可能性がある場合に後発 GIs の
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保護を否定することを義務付けている点（つまり
後発 GIs を排除する）との関係では，EU 韓国 FTA

では，両者に抵触がある場合に先行商標の継続的
な使用を妨げないとする規定があるのみで，先行
商標がある場合に後発 GIs の保護が排除されない
ようにすることを義務付ける具体的な規定は有し
ないので，矛盾が生じないこと，②EU 韓国 FTA

が GIs の一括承認を求めていることと，米韓 FTA

が GI 保護に関する異議申立て・取消請求の機会
の保障を求めていることとの関係については，GIs

の相互の一括承認が通常の国内手続ではなかった
ことや，米韓 FTA の発効が遅れたことも手伝って，
大きな混乱は避けられたようである。 

 

5．結びに代えて――我が国の今後の
課題 

本稿では，IGOs を巡る議論に関して，その国際
的な議論のフォーラムである WIPO，WTO および
RTAs の動向に主に着目しながら，国際的議論の進
展について確認した。GIs の問題は，単純に諸外
国の法制度を調和して効率的なルールを設計する
という問題というよりも，各国が抱える異なる利
害をどのように調節してルールを決定するのかと
いう政治的要素を有する課題となっている113。し
たがって，議論のフォーラムは，利害調整の機能
を有する場でなければならない。 

そうした観点からみると，WIPO の果たす役割
は相対的に小さなものとなる。SCT では GIs をめ
ぐる実質的な動きはなく，また，リスボン協定も
そのハードルの高さから，少なくとも現状のまま
では，加入国が自律的に増加し，IGOs に関する国
際的議論において一定の勢力を形成することにな
るとは思われない。もっとも，今般，リスボンシ
ステムの発展に関する作業部会が，GIs の登録も
視野に入れて，新協定やプロトコールの起草を検

討していることは注目に値する動きである。
WIPO のフォーラムは，GIs をめぐる利害調整とい
う意味では実質的な影響を持たないが，登録制度
を前提とした制度の形成及び発展という観点から
は，重要なフォーラムと位置づけられる114。 

WTO は多角的貿易交渉の場として，利害調整
の機能は有しているはずである。本稿では，交渉
項目とフォーラム設定について，どこで何が議論
されているのかを整理した。しかし，明確なマン
デートがあり，TRIPS 理事会特別会合という正式
な交渉の場で議論されているぶどう酒・蒸留酒の
多国間通報登録制度ですら，その参加の在り方や
法的効果といった重要な部分についてかなりの溝
がある。2011 年 4 月に合成テキスト草案が作成さ
れたとはいえ，それらの重要な部分はブラケット
状態であるため，事態が急速に収束に向かってい
るとは考えにくい。モダリティ・テキスト案も，
これによって事態の収束が図られるものとはなっ
ていない。2012 年 12 月の TNC への報告では，こ
う着状態の脱却に向けた新たなアプローチの必要
性も示唆されているが，ある程度の時間がかかり
そうな印象を受ける。 

RTAs というフォーラムは，米国のみならず EU

も，WTO という多角的貿易交渉の場で合意が難
しい事項について，RTAs による規律の伝播作用を
背景として，自国が重要と考えて，実現したい規
律の普及を図るための跳躍台115として利用してい
る。確かに，しばらくの間，RTAs をフォーラムと
して選択するという傾向は，議論の場を移動する
過程，すなわち WIPO から WTO，WTO から RTAs

という具合に知的財産に関する議論の場を移行し
て，困難に直面している場から，成功の確率の高
い場へ移すというプロセスとして役割を果たして
きた116。しかし，様々な国や地域がそうした思惑
を有するようになると，必ずしも，跳躍台として，
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あるいは成功の高い場ではなくなる可能性も出て
くるであろう。識者からは，韓国が米国と EU と
の間で締結した RTAs を例に，RTAs の規律形成の
動き同士の衝突という問題が生じる可能性がある
ことが，既に指摘されている117。もっとも，韓国
での経験を踏まえた米国の RTAs は，環太平洋パ
ートナーシップ協定（Trans-Pacific Strategic Eco-

nomic Partnership Agreement: TPP）の交渉等におい
て更なる発展を遂げているようでもあり118，引き続
きその動向に注意が必要である。 

こうしたこう着状況のなか，我が国の重要な課
題は，GIs の分野における国内法の自律的な発展
であると思われる。そもそも GIs の問題は，主と
して旧大陸・新大陸の対立事項であり，日本にと
っては GIs の権利者側としても利用者側としても，
実際にはそれほど深刻な課題ではなかった。一般
的産品については，誤認を要件とする以上，不正
競争防止法等の規律で足りるし，ぶどう酒・蒸留
酒の追加的保護も，TRIPS 協定 23 条 1 項の注が行
政的規制での対応を認めているため，行政的規制
である「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法
律」（酒団法）の所定の規定に基づいて，国税庁長
官の通達により GIs に関する表示基準を告示する
ことで，同条の義務を実施できた119。しかし，そ
のことが一方で，GIs 分野における国内法の自律
的発展を損なってきた原因ともなっていたかもし
れない。実のところ，TRIPS 協定 23 条における誤
認を要件としない追加的保護（絶対的保護）も，
単に外交交渉における互恵的な利害調整の帰結で
あったと総括するだけではなく，誤認を要件とす
る不正競争法等の規律とは異なる方向性から120，
積極的に正当化できる可能性もある。実際に，伝
統的知識，農業政策目的の達成，多様性の保全な
どの観点から，地域の産品の重要性を強調し，追
加的保護の拡大を正当化しようとする各種の議論

がある121。このような GIs に内在する固有の利益
という観点を分析することは，GIs 分野における
国内法の自律的発展に向けた議論を後押しするこ
とになるだろう。また，多国間交渉や RTAs の場
面で，「地域性」の観点が，新旧大陸の対立軸を超
えた合意形成軸を形成する可能性も指摘されてい
る122。 

本稿でみたように，WTO での議論も含めた各
種のフォーラムの議論をみると，大きなトレンド
は，少なくとも，登録型の GI 保護制度を排除す
るような動きではないようである。これに対して，
日本は，団体・証明商標としても，あるいは独自
（sui generis）の GI 保護制度としても，基本的に
は，一般的産品の GIs の保護を目的とした登録型
の制度を有していない。このことは，諸外国の制
度と比較して，GIs に対する制度的手当てが薄い
という指摘もある123。もっとも，我が国では 2005

年の商標法改正により，地域団体商標制度を導入
している。TRIPS 協定上の GIs の概念は比較的幅
広いため，地域団体商標の保護が TRIPS 協定上の
GIs の保護と交錯する部分もあるだろう124。ただ
し，地域団体商標制度は，地域ブランドの発展助
成のための制度として設計されたもので，TRIPS 協定
上の GI 保護を制度目的としたものではない125。両者
の制度趣旨が異なる以上，諸外国の GI 保護制度
とは要件等も異なることから，仮に GIs について
国際的な多国間通報登録制度ができた場合に，地
域団体商標の登録リストをそのまま GI リストと
して提出することはできないであろう。国際的な
制度との関係でインターフェースとなる追加的な
国内制度が必要となるはずである。 

RTAs による規律形成の動きも背景としながら，
今後，WTO における議論がこう着状況を脱却し，
ぶどう酒と蒸留酒あるいは一般的産品をも含む国
際的な多国間通報登録制度が創設されるなど，GI
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保護制度をめぐる議論が進展することも念頭に置
く必要がある。新たな制度が創設されたときに，
GI リストとして提出することができるのが，酒団
法に基づいて国税庁長官が産地指定した蒸留酒と
清酒126だけでは，困るのである。地域団体商標に
ついても上述の通りなので，商標型（団体・証明
商標）であるか127，独自の GIs 保護制度の何れで
もよいであろうが128，要件を具備した GIs を登録
できる追加的制度を設ける必要がある。 

また，知的財産戦略本部の推進する「クールジ
ャパン」関連の施策も，中国等における日本の地
域ブランドの不正使用の抑止効果など，GIs によ
って守られる重要な利益を確認させ，この分野に
おける国内法の自律的発展を促すものとなるだろ
う。現在，農林水産省や経済産業省等において，
新たな制度の導入について検討が進められている
ところであり129，その動向が期待される。いずれ
の方策をとるにしても，地域団体商標制度のもと
で発展した地域ブランドは，GIs として保護を受
ける表示の主要なリソースとなる可能性が高い130。 

我が国としては，RTAs の動向も含めた国際的議
論のフォーラムの動向を把握しながら，諸外国と
の制度調和も意識しつつ，自国のフォーラムにお
ける GI 制度の自律的発展を促進するため，何ら
かの法的型式で GIs を登録できる制度を創設する
ための検討を行っていくことが必要であると思わ
れる。131

 

 

付記：本稿は，明治大学文部科学省私立大学戦略
的研究基盤形成支援事業（平成 23 年～平成
27 年度）「情報財の多元的価値と，創作・
利用主体の役割を考慮した知的財産法体系
の再構築」による研究成果の一部である。 
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